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秋あ
き
葉は

遺
跡
と
秋
葉
ブ
ド
ウ
園
遺
跡　

秋
葉
区
秋
葉
一
丁
目
・
秋
葉
三
丁
目

　

両
遺
跡
は
、
新
津
丘
陵
の
北
端
に
近
い
台
地
状
の
尾
根
に
立
地
す
る

縄
文
時
代
の
集
落
跡
で
あ
る
。
秋あ

き

葉は

一
丁
目
の
バ
ス
停
留
所
か
ら
秋
葉

公
園
へ
通
じ
る
道
路
の
両
側
一
帯
が
遺
跡
で
あ
る
が
、
現
在
は
ほ
と
ん

ど
が
住
宅
に
な
っ
て
い
る
。
標
高
は
二
〇
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
で
あ
る
。

　

昭
和
六
十
三
（
一
九
八
八
）
年
ま
で
、
秋
葉
遺
跡
か
ら
採
集
さ
れ
た

１１

３２

土
器
は
一
〇
点
に
満
た
な
か
っ
た
。
い
ず
れ
も
後
期
初
頭
の
土
器
片
で
あ
っ
た
。
石せ

き

斧ふ

二
点
が
採
集
さ
れ
た
と

い
う
記
録
も
あ
っ
た
が
、
石
斧
は
所
在
不
明
と
な
っ
て
い
た
。
ま
た
、
秋
葉
公
園
寄
り
に
隣
接
し
て
い
る
秋
葉

ブ
ド
ウ
園
遺
跡
で
は
、
中
期
前
葉
の
土
器
片
七
点
だ
け
が
採
集
さ
れ
て
い
た
。

　

平
成
十
（
一
九
九
八
）
年
、
宅
地
造
成
に
伴
い
新
津
市
教
育
委
員
会
が
秋
葉
遺
跡
を
六
二
平
方
メ
ー
ト
ル
発

掘
調
査
し
た
。
こ
の
調
査
で
は
、
土
器
片
や
石
器
・
剥は

く

片へ
ん

が
高
さ
一
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
平
箱
で
一
一

箱
ほ
ど
出
土
し
、
大
き
く
中
期
と
後
期
の
二
時
期
の
遺
跡
と
分
か
っ
た
。
翌
十
一
年
に
は
個
人
住
宅
の
建
設
に

伴
い
、
新
津
市
教
育
委
員
会
が
秋
葉
遺
跡
の
別
地
点
一
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
を
発
掘
調
査
し
、
二
棟
以
上
の
竪た

て

穴あ
な

住
居
の
痕こ

ん

跡せ
き

と
土ど

坑こ
う

数
基
を
検
出
し
た
。
土
器
捨
て
場
で
あ
っ
た
と
見
ら
れ
る
斜
面
か
ら
は
大
量
の
土
器
片

が
出
土
し
、
調
査
で
得
ら
れ
た
遺
物
量
は
平
箱
一
二
〇
箱
に
及
ん
だ
。
ま
た
、
こ
の
調
査
地
で
は
中
期
後
半
の

土
器
の
量
が
、
中
期
初
頭
〜
中
葉
と
後
期
初
頭
〜
前
葉
の
土
器
よ
り
多
い
こ
と
が
分
か
っ
た
。
図
一
九
は
、
こ

図17　遺跡の位置　１,秋
葉遺跡　２,秋葉ブドウ園
遺跡　２万5000分１地形
図「新津」
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図18　秋葉遺跡　秋葉公園へ続く道路図19　王冠形土器

の
調
査
で
出
土
し
た
中
期
中
葉
の
土
器
の
口
縁
部
片
を
復
元
し
た
も
の
で
あ

る
。
中
越
地
方
を
中
心
に
盛
行
し
た
火
炎
土
器
様
式
の
う
ち
、
王
冠
形
土
器
と

い
う
形
式
で
、
口
縁
の
突
起
が
扇
状
に
立
ち
上
が
っ
て
い
る
。

　

平
成
十
四
年
に
は
、
下
水
道
管
埋
設
工
事
に
伴
い
、
新
津
市
教
育
委
員
会
が

立
会
調
査
を
し
た
が
、
そ
の
場
所
で
は
遺
物
が
出
土
し
な
か
っ
た
。

　

市
町
村
合
併
後
の
平
成
十
八
年
に
は
、
下
水
道
管
埋
設
工
事
に
伴
い
、
新
潟

市
教
育
委
員
会
が
秋
葉
遺
跡
・
秋
葉
ブ
ド
ウ
園
遺
跡
を
含
め
た
立
会
調
査
を
行

っ
た
。
こ
の
調
査
で
は
、両
遺
跡
と
も
中
期
・
後
期
の
遺
物
が
多
く
出
土
し
た
。

ま
た
、
出
土
範
囲
は
両
遺
跡
に
ま
た
が
っ
て
お
り
、
遺
跡
の
途
切
れ
目
は
な
か

っ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
両
遺
跡
を
合
わ
せ
、
縄
文
時
代
中
期
・
後
期
の
一
つ

の
大
き
な
集
落
跡
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
ま
っ
た
。

　

市
域
に
は
、
早
く
か
ら
の
都
市
化
や
農
地
整
備
の
た
め
、
両
遺
跡
の
よ
う
に

範
囲
や
時
期
・
残
存
状
態
が
明
確
で
な
い
遺
跡
が
多
く
あ
る
。
こ
う
し
た
遺
跡

で
は
、
建
物
の
建
て
替
え
や
下
水
道
管
の
埋
設
工
事
な
ど
の
機
会
に
、
少
し
ず

つ
調
査
を
行
い
、
そ
の
結
果
の
積
み
重
ね
で
遺
跡
の
内
容
を
明
ら
か
に
す
る
し

か
な
い
。
両
遺
跡
は
、
そ
う
し
た
調
査
が
行
わ
れ
て
い
る
遺
跡
で
あ
る
。


